
市議会だより　2019.9page.15

令和元年第１回臨時会　議案の概要

第１回臨時会
（会期：令和元年５月13日～15日）

議決した案件
●承認案…４件　●同意案…１件

（●全会一致可決…４件）●賛成多数可決…１件

Pick Up

市
税
条
例
の
改
正
を
承
認

　

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
東
広
島
市
税
条
例
等
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
、
市
長
が
専
決
処
分
と
し
た
改
正
を
承
認
し
ま
し
た
。

◎
専
決
処
分
の
理
由

　

平
成
31
年
4
月
1
日
等
か
ら
施

行
す
る
必
要
が
あ
る
条
例
等
の
改

正
に
つ
い
て
、
議
会
を
招
集
す
る

時
間
的
余
裕
が
な
い
た
め
。

◎
主
な
改
正
内
容

○
寄
付
金
税
額
控
除

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
見
直
さ

れ
、
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
が
、

総
務
大
臣
が
指
定
す
る
都
道
府
県
、

市
町
村
等
に
対
し
て
支
出
し
た
寄

附
金
と
な
り
ま
す
。

○
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
）

　

消
費
税
の
税
率
10
％
が
適
用
さ

れ
る
住
宅
を
取
得
し
て
、
令
和
元

年
10
月
1
日
か
ら
令
和
2
年
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
入
居
し
た
場
合
、

所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
の
適
用
が
現
行
の
10
年
間

か
ら
13
年
間
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
そ
の
際
の
住
民
税

の
控
除
期
間
も
13
年
間
に
延
長
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
申
告

書
に
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ

る
こ
と
等
の
要
件
が
不
要
と
な
り

ま
す
。

○
法
人
市
民
税
の
申
告

　

電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害

等
の
発
生
に
よ
り
地
方
税
関
係
の

電
子
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
、
市
長
の
承
認

を
受
け
た
法
人
は
、
市
民
税
の
申

告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
等
を
書

面
に
よ
り
提
出
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

○
軽
自
動
車
税
の
税
率

　

環
境
性
能
割
（
燃
費
性
能
等
に

応
じ
て
定
め
る
税
率
）
が
適
用
、

ま
た
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴

う
対
応
と
し
て
、
本
年
10
月
1
日

か
ら
令
和
2
年
9
月
30
日
ま
で
の

期
間
に
取
得
し
た
軽
自
動
車
の
環

境
性
能
割
の
税
率
が
、
1
％
相
当

分
、
軽
減
さ
れ
ま
す
。
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議案の審査経過
表決が分かれた案件の表決結果

※「議」は議長「○」は賛成「×」は反対

議案番号▶ 議
案
第
101
号会派名 議員名

創 生 会

片山　貴志 ○

岩崎　和仁 ○

坪井　浩一 ○

加藤　祥一 ○

鈴木　利宏 ○

清 新 の 会

貞岩　　敬 ○

北林　光昭 ○

重森佳代子 ○

乗越　耕司 議

池田　隆興 ○

創 志 会

岡田　育三 ○

大道　博夫 ○

玉川　雅彦 ○

奥谷　　求 ○

公 明 党

坂元百合子 ○

加根　佳基 ○

竹川　秀明 ○

令 和 会

鈴木　英士 ○

牛尾　容子 ○

田坂　武文 ○

市民クラブ

景山　　浩 ○

中川　　修 ○

石原　賢治 ○

政 友 会

重光　秋治 ○

山下　　守 ○

牧尾　良二 ○

日本共産党 谷　　晴美 ×

真政倶楽部 宮川　誠子 ○

広 友 会 上田　　廣 ○

街おこしをめざす会 大谷　忠幸 ○

本
会
議
の
討
論

委
員
会
審
査
概
要

● 

議
案
第
101
号（
専
決
処
分

の
承
認
に
つ
い
て（
東
広
島
市

税
条
例
等
の
一
部
改
正
））

反
対

 

谷　

晴
美
議
員

　

本
案
に
は
国
の
消
費
税
増
税
を
前

提
に
し
た
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
、
ま
た
、

軽
自
動
車
税
の
恒
久
的
な
引
き
下
げ

と
、
環
境
性
能
割
の
減
税
が
含
ま
れ

て
い
る
。
我
が
市
に
と
っ
て
長
期
的

な
財
源
の
確
保
の
た
め
に
は
、
地
方

交
付
税
の
法
定
率
を
引
き
上
げ
、
財

源
保
障
の
機
能
、
財
調
整
機
能
を
発

揮
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
感
じ
て

い
る
。
今
回
の
減
税
で
、
自
治
体
間

の
財
政
格
差
を
拡
大
さ
せ
、
格
差
是

正
の
責
任
を
本
市
に
負
わ
せ
る
と
い

う
国
の
押
し
つ
け
る
や
り
方
は
問
題

で
あ
る
た
め
、
反
対
す
る
。

賛
成

 
宮
川　

誠
子
議
員

　

消
費
税
増
税
に
関
し
て
は
国
が
決

る
こ
と
で
あ
り
、
地
方
議
会
で
ど
う

こ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
に
伴
う
減
税
措
置
が
な
さ

れ
る
も
の
を
条
例
改
正
す
る
も
の
で

あ
り
、
市
民
が
不
利
益
を
被
っ
て
は

い
け
な
い
の
で
、
賛
成
と
す
る
。

総
務
委
員
会

● 

承
認
案
第
102
号
（
専
決
処
分
の
承

認
に
つ
い
て
（
東
広
島
市
都
市
計

画
税
条
例
の
一
部
改
正
））

　
　
　
　

地
方
税
法
に
鉄
道
車
両
の

規
定
が
追
加
さ
れ
た
と
の
こ

と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
変
更
な
の
か
。

　
　
　
　

地
方
税
法
の
規
定
の
追
加

に
よ
り
、
も
と
も
と
一
つ
で

あ
っ
た
項
が
二
つ
に
分
か
れ
、
条
項

が
ず
れ
た
た
め
、
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。 QＡ

建
設
委
員
会

● 

承
認
案
第
100
号
（
専
決
処
分
の
承

認
に
つ
い
て
（
損
害
賠
償
の
額
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
））

　
　
　
　

損
害
賠
償
の
原
因
と
な
っ

た
、
鉄
板
が
外
れ
た
理
由
は
。

ま
た
再
発
防
止
の
た
め
の
対
策
は
ど

の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
か
。

　
　
　
　

設
置
当
時
は
く
ぎ
等
で
固

定
し
て
あ
っ
た
が
、
老
朽
化

に
よ
り
固
定
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
原
因
。
対
策
と
し
て
道
路
パ
ト

ロ
ー
ル
時
の
点
検
を
強
化
す
る
。

QＡ


